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JR北海道の事業範囲見直しに対する町の方針について
●ＪＲ北海道の事業範囲見直しの経緯について
　平成２７年以降、JR北海道の鉄道事業範囲の見直しが矢継ぎ早に表明され、鉄道事業の経営問題が表面化した
ため、町や町が所属する宗谷本線活性化推進協議会でJR北海道とさまざまな交渉を行ってきました。
　一方、町では、平成２６年度から秘境駅事業の観光資源化を検討し、イベント等の実施によりまちおこしの可能
性を模索してきましたが、その最中に、JR北海道から糠南・南幌延・下沼駅の３駅廃止の提案がありましたので、
町民皆さまからのご意見をいただきながら、昨年、今後の観光資源としての利活用や、現在から将来にわたっての
地域で生活するための公共交通の観点から、平成２９年度の予算に１６３万円の維持管理経費を計上して３駅を存
続することとしました。

●平成29年度の状況について
　維持管理経費については、宗谷本線沿線自治体の費用負担の考え
方で足並みが揃っておらず、現時点では費用が請求されない状況が
続いています。そのような状況下にあっても、町では各種秘境駅イベ
ントの開催や、本年から取り組んでいる廃止対象の３駅を地域住民・
鉄道愛好家・町で守る「マイステーション運動」の取り組みなどにより、
秘境駅事業を推進してきました。
　こうした取り組みによって、全国各地から町内各駅を訪れる観光客は確実に増えています。
　幌延駅を除く町内各7駅に設置されている「駅ノート」の書き
込み件数の推移やイベント参加者の反応などにより、秘境駅事
業のさらなる発展の可能性を感じています。
　「マイステーション運動」の一環として、下沼駅の駅舎を「お
化粧直し会」としてリニューアルする取り組みは、住民や鉄道愛
好家からも概ね好評で、下沼駅の乗降数も増えているという報告
を受けています。
　過去からの経緯のほか、鉄道の日常的利用は少ないとはいえ、
地域の足として地域住民などに利用されており、また、「幌延町
まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具体的施策として掲げた、
秘境駅などの「鉄道系資産の観光資源化」も検証途上にあります。

●町の方針
　今後の町の方針は、JR北海道の経費節減策がまだ進行中であるため、状況に応じて検討と決断が必要となります。
　また、道北の26自治体や商工会議所などで構成される宗谷本線活性化推進協議会では、鉄道の利用促進策や
宗谷本線の存続について議論が進められており、今後の独自の
事業展開も検討されているため、その推移を見守りつつ、協議
会と共に検討していくことが賢明と考えています。
　JR北海道の経費節減策または費用確保策の全貌が明らかに
なり、沿線地域における対応の方向性が定まった時点で総合的
に判断することとし、毎年度ごとに駅をとりまく社会動向や維持
管理費などの状況を踏まえ、考え方を整理して対応していきます。
JR北海道から継続した駅の廃止提案に対しては、町が維持管理
費用を負担する形で存続させたいと考えていますので、今後とも
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■３駅存続の町H29予算額
予算額 備　　考

除草、除雪、ＪＲ負担金
（駅設備検査、ホーム検査、
電気検査、光熱水費）
※乗降場修繕費含む

駅　名
540
482
608
1,630

糠　南
南幌延
下　沼
計

「お化粧直し会」 でリニューアル

されたＪＲ下沼駅

（単位：千円）

■各駅ノート書き込み件数
Ｈ26駅
0
20
0
34
92
69
5

220

Ｈ27
44
65
65
112
149
186
129
750

Ｈ28
312
257
204
219
232
374
219
1,817

Ｈ29
190
112
103
113
236
187
90

1,031

下 沼 駅
上幌延駅
南幌延駅
安 牛 駅
雄信内駅
糠 南 駅
問寒別駅
合　　計

（単位：名）

※Ｈ29は10月末現在（参考：Ｈ28.10月末現在1,315名）
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防災ハザードマップが新しくなりました！　No.3防災ハザードマップが新しくなりました！　No.3
（１）指定避難所等の標識板の更新について
　幌延町では、災害対策基本法に基づき、平成29年２月に指定
緊急避難場所と指定避難所を指定しました。
　指定された避難場所と避難所には、新しい標識板（幌延町生涯
学習センター、問寒別生涯学習センター、国際交流施設は、入口
ガラス面に貼るステッカータイプ）を12月中に設置します。
　標識板には、災害の種類とその横に○または×印が表示されて
います。○印はその災害が起きた際に避難できる場所ということ
を意味します。なお、×印はその災害の避難場所として適してい
ないという意味ですので、災害発生時に間違えることのないよう
に、普段からの確認をお願いします。

（２）「わが家の防災メモ」　いざというときのために
　急いで避難しなければならないような災害の発生時には、混乱してし
まい普段覚えていることも周囲の人にうまく伝えることができなくなっ
てしまいます。
　また、家族でも日中の活動場所が違えば、異なる場所にバラバラに避
難しなければならないこともあります。
　配布したハザードマップには「わが家の防災メモ」欄がありますので、
いざというときのために、家族の集合場所や災害時の緊急連絡先などの
家族間の決まりごと、家族の名前や生年月日、血液型、病症などを普段
から記入しておき、避難する際は非常用持ち出し品と一緒にハザードマ
ップも持ち出せるように準備しておきましょう。

新しい標識板のイメージ
（この場合、津波の避難には適していません。）

指 定 緊 急 避 難 場 所

幌延小学校
幌延小学校グランド
幌延中学校
幌延中学校グランド
問寒別小中学校
問寒別小中学校グランド
幌延町生涯学習センター
問寒別生涯学習センター
幌延町総合体育館
国際交流施設
問寒別町民会館
各地区集会所
各地区生活改善センター（下沼を除く）
各地区グランド（下沼を除く）
下沼生活改善センター
下沼寿の家
下沼地区グランド

指 定 避 難 所
幌延小学校
問寒別小中学校
幌延町生涯学習センター
問寒別生涯学習センター
幌延町総合体育館
国際交流施設
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地震 土砂 洪水
避難できる災害の種類

津波 火災

※避難所は、災害の種類や規模な
どにより、開設する施設をその都
度決定します。

※臨時的に、役場等その他の施設
が避難所になる場合があります。

○指定緊急避難所
・災害等により迫っている危険か
ら、命を守るために一時的に避
難する場所です。

○指定避難所
・被災した方が災害の危険性がな
くなるまで必要な期間生活する
場所です。

・災害により家に戻れなくなった方
が一時的に滞在する場所です。

※緊急避難場所は、◯印のついている災害が発生した際に、避難ができる場所です。

　３回にわたって連載した「防災ハザードマップが新しくなりました！」は今月号で連載終了となります。

ほろのべの窓　2018.1月号▶　6


